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  令和７年１２月１０日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第６６号 

鳥取市児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則 

鳥取市児童手当事務取扱規則（平成３年鳥取市規則第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「（法附則第２条第１項に規定する給付を含む。以下同じ。）」を削る。 

第２条第１号中「「省令」」を「「規則」」に改め、同条第２号及び第３号中「省令」

を「規則」に改め、同条第４号中「省令」を「規則」に、「第３項」を「第４項」に

改め、同条第５号から第７号までの規定中「省令」を「規則」に改める。 

第３条の見出しを「（記録・管理すべき情報）」に改め、同条第１号中「・特例給

付」を削り、同条第２号中「（特例給付）」を削り、同条第３号及び第４号中「・特例

給付」を削る。 

第４条中「省令」を「規則」に改める。 

第５条第２項及び第６条中「（特例給付）」を削る。 

第７条の見出し中「基づく手当」を「よる支給」に改め、同条第１号中「児童手当

額」を「支給額」に改め、「（特例給付）」を削り、同条第２号中「（特例給付）」を削

る。 

第８条を次のように改める。 

（現況届の処理） 

第 8条 現況届の提出を受けたとき、又は規則第４条第３項の規定により現況届の提



出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等によ

り審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は

公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事

由消滅通知書を、当該現況届を提出した者又は当該現況届の提出を省略させた者に

通知すること。 

第９条第１項中「毎年２月、６月及び１０月の３期」を、「毎年２月、４月、６月、

８月、１０月及び１２月の６期」に改める。 

第１０条を次のように改める。 

（支払の通知） 

第１０条 口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、児童手

当支払通知書（様式第１０号から様式第１１号の２まで）により受給者に通知する

ものとする。 

第１１条中「（特例給付）」を削る。 

第１２条第２項中「省令」を「規則」に改め、同条第３項中「省令」を「規則」に

改め、「（特例給付）」を削る。 

第１３条第２項中「省令」を「規則」に改め、同条第３項中「（特例給付）」を削

る。 

第１５条第１号中「（特例給付）」を削る。 

様式第１号を次のように改める。 



 

 



様式第２号中 

「 児童手当 

特例給付 
関係書類 

」 

を「児童手当関係書類」に、 
「  

調査等完了 

   

年月日  
 

」 

を 

「   

 」 

調査等完了年月日  

備 考  

  

に改める。 

様式第３号中「児童手当・特例給付」を「児童手当」に改める。 

様式第４号を次のように改める。 

 

 様式第５号中 
「 児童手当 

特例給付 
関係書類 

」 
を「児童手当関係書類」に改める。 

様式第６号を次のように改める。 



 

様式第７号を次のように改める。 



 

 



 様式第８号中 
「 児童手当 

特例給付 
支給事由 

 

」 
を「児童手当支給事由」に改める。 

 様式第９号中 
「 

未支払 
児童手当 

特例給付 

支給決定 

請求却下 」 
を「未支払児童手当 

支給決定 

請求却下 

 

」 
に、 

「 
未支払 

児童手当 

特例給付 
の支給 

」 
を「未支払児童手当の 

支給」に改める。 

様式第１０号中 
「 児童手当 

特例給付 
支払通知書 

 

」 
を「児童手当支払通知書」に、 

「 児童手当 

特例給付 

 

の支給については、次のとおり支払いをしますのでこの通 

」 

を  知書及び印鑑を持って市出納室でお受け取りください。本人が来庁で

きず代理人が受け取られるときは、委任状と代理人の印鑑をあわせて

ご持参ください。 

「  児童手当の支給については、次のとおり支払をしますので、この通

知書をもって鳥取市役所本庁舎出納室窓口でお受けとりください。本

人が来所できず代理人が受けとられるときは、委任状をあわせてご持

参ください。 

 なお、児童手当法第 21条第１項又は第２項の規定に基づき、学校

給食費等の費用について、児童手当の額から支払に充てることを申し

出ている場合及び第 22条第１項の規定に基づき、児童福祉法第 56条

第２項（同法第 51条第４号又は第５号に係るものに限る。）若しくは

子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定により徴収する保育料

又は児童福祉法第 56 条第６項若しくは第７項の規定により地方税の

滞納処分の例により処分される保育料について、児童手当から特別徴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 



収される場合は、当該費用及び当該特別徴収される保育料の額を控除

した額が児童手当の支払金額となります。 

 

」 

改める。 

様式第１０号の次に次の１様式を加える。 



 

 



様式第１１号を次のように改める。 

 



様式第１１号の次に次の１様式を加える。 

 



 様式第１２号中 
「 児童手当 

特例給付 
支払差止通知書 

」 
を 

「 
児童手当支払差 

止通知書 
」 
に、 

「 
とおり 

児童手当 

特例手当 
の支払 

」 
を「とおり児童手当の支 

払」に改める。  

 様式第１３号中 
「 児童手当 

特例給付 
に係る 

」 
を「児童手当に係る」に、「児童手 

当等」を「児童手当」に、「寄附として」を「寄附額として」に改め、同様式に次の

ように加える。 

 ※本受領証明書は確定申告の際、税金の控除に必要な書類となりま

すので、大切に保管してください。 

  

 注１） 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用

を受けるためには、所得税の確定申告書の提出が必要です。

確定申告書に本受領証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申

告書を提出してください。 

注２） 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者の方、給与所得

者で年末調整を受けた方、又は年金を受給されている方で、

住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合

は、本受領証明書の証明年月日の翌年１月１日現在お住まい

の市区町村へ本受領証明書を添付して申告をしてください。 

  

 

様式第１４号中 
「 児童手当 

特例給付 
に係る 

」 
を「児童手当に係る」に、 

  

 

「児童手当 

特例給付 
から徴収 

」 
を 

「 
児童手当から徴収 

」 
に改める。 

 様式第１５号を次のように改める。 



  



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市児童手当事務取扱規則の規定により作成

され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、所要の

修正を加え、当分の間使用することができる。 


